
 

- 17 - 

 

■ 看護職員及び看護要員の勤務数について 

 

                                                令和７年１０月１日 
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■ 看護職員の負担軽減及び処遇改善について 
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■ リハビリテーション実績について 
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 令和６年６月診療報酬改定に係るお知らせ 

■ ベースアップ評価料について 
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■  生活習慣病管理料Ⅱへの移行について 

 

 

2024（令和６）年６月１日から診療報酬が改定されました。 

今回の改定では、特定疾患療養管理料の対象疾患から「糖尿病」、「高血圧」、「脂質異常 

症」が除かれました。 

当院では、「糖尿病」、「高血圧」、「脂質異常症」が主病の患者さんにつきましては、厚生 

  労働省の指針に基づき、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理を行うため「生活習 

慣病管理料（Ⅱ）」に移行することにしました。 

 

■対象となる患者さん 

「糖尿病」、「高血圧」、「脂質異常症」が主病の患者さん 

 

■療養計画書の作成・配付 

患者さんごとに療養計画書を作成しお渡しします。 

      このため、初回は同意書へのサインが必要となります。 

また、４ヵ月に１回以上計画書をお渡しします。 

 

■移行時期 

2024（令和６）年６月１日（土）から開始します。 

 

この度の移行により、患者様の自己負担額が１ヶ月あたり 200 円～６００円程度増える 

ことがあります。これらは国が定める診療報酬改定に伴う変更でありますことや、昨今の各 

種資材などの費用増大の影響などによるものであります。ご理解をいただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 

東八幡平病院長 
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■  口腔機能管理・口腔衛生管理の開始について 

 

 

～ 回復期リピリテーション病棟へ入院される患者さんへ ～ 

  

令和６年度診療報酬の改定において、回復期医療におけるリハビリテーションと 

栄養管理、口腔管理を一体的に取組み、推進することの基本方針が国から示され 

ました。 

  

当院では、この方針に基づき、患者さんの口腔機能管理計画を立て、歯科医師に 

よる口腔機能の評価と歯科衛生士による口腔ケアを６月から開始しました。 

         口腔機能管理により、「肺炎や誤嚥性肺炎の予防」や「低栄養の改善」、「リハビリ 

テーション効果の向上」が期待できます。 

  

作成する口腔機能管理計画書は、患者さんまたはご家族にお渡しします。 

         これらの診療やケアに伴い６月以降は入院費に加え、歯科の管理料・治療費など 

の医療費が発生する場合があります。 

         診療報酬の改定と基本方針の趣旨にご理解をいただきますようお願い申し上げ 

ます。 

 

患者さんの健康状態の維持・改善に医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、理学 

    療法士、作業療法士、言語聴覚士など多職種が連携し取り組んでまいります。 

      ご不明な点やご質問などございましたらお気軽にお問合せください。 

 

                                              東八幡平病院長 

     ■お問合せは、 

東八幡平病院 電話 0195-78-2511  

事務部医事課までお願いします■ 

 

 


